
【説明チラシレイアウト】　仕様書３（１）ウ　説明チラシ（表面）
　※印刷は両面です。

　　納期限までに納付されなかった場合には、法令の規定に基づき延滞金がかかります。

延滞金計算時における端数金額の取扱い
　　計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
　　また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
　　なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。
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※表中の期間以外の延滞金の年率については、同封の納付書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
   また、本市のホームページよりご確認いただくこともできます（『千葉市　延滞金』で検索）。

※年率は、閏年の日を含む期間についても365日として計算します。

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

納期限の翌日から１か月間

その後納付の日まで

延滞金の年率 平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
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【説明チラシレイアウト】　仕様書３（１）ウ　説明チラシ（裏面）
　※印刷は両面です。

・金額の訂正はできません。
・ゆうちょ銀行で納付し納税証明書が必要な際に、原符兼払込金受領証を確認する場合がございます。
・地方税お支払サイト、スマホ決済アプリで納付された場合、領収証書は発行されません。また、千葉市への入金に相当の期間を要します。
・二重納付にご注意ください。
・QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

市税の納付については、QRコード付きの納付書のみ以下の方法でも納付が可能です。

全国の地方税統一QRコード対応金融機関窓口
　対応金融機関については地方税お支払サイトをご確認ください。

地方税お支払サイト
〇地方税お支払サイトでは以下の方法でお支払いが可能です。右記QRコードから地方税お支払サイトへアクセスし
　納付書表面の下部に印字された納付用QRコードを読み取り納付の手続きを行ってください。
　・クレジットカード（別途システム利用料がかかります。）
　・インターネットバンキング
　※対応クレジットカード、インターネットバンキングは地方税お支払サイトでご確認ください。
〇至急納税証明書が必要な方、領収証書が必要な方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。

スマホ決済アプリ
〇スマホ決済アプリで納付書表面の下部に印字されたQRコードを読み取ってお支払いください。
　※対応アプリについては地方税お支払サイトでご確認ください。
〇至急納税証明書が必要な方、領収証書が必要な方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。

地方税お支払サイトはこちら→


